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１ はじめに 

１．人口ビジョンの位置づけ 

 藤里町人口ビジョンは、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、「藤里町総合戦略」を策定するに

あたり、藤里町の人口動向を分析し将来人口を見通したうえで、まち・ひと・しごと創生の実現に向け

て効果的な施策を展開するための基礎的な資料となるものです。 

 2016年に策定した人口ビジョンでは、本町における人口の現状を詳細に分析し、人口の動向に関する

認識を共有し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示しました。 

 この人口ビジョンは、第２期まち・ひと・しごと創生藤里町総合戦略の策定にあわせて、最新データ

による時点修正を行うとともに、社会情勢の変化を加味した新たな人口の将来展望を提示するものとし

て位置づけます。 

 

２．対象期間 

 国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の推計期間であり、国の長期ビジョン

における対象期間でもある 2060（令和 42）年とします。 

 

３．人口の現状分析と人口の将来展望 

 新たな人口ビジョンの策定にあたっては、2016年策定時から現在（2020年）までの人口の現状や社人

研の示す新たな推計を検証するとともに、藤里町の人口減少やまちづくりに関するアンケート調査の結

果や今後の社会情勢の変化を考察しながら、目指すべき将来の方向性を提示し、将来人口を展望します。 

 

４．策定の背景 

急速な人口減少に対応し、将来にわたって活力ある日本社会を維持すること等を目的として、国は平

成 26年（2014年）11月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定するとともに、同年 12月に 2060年に

1 億人の人口維持を目指した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、そのための取り組みの方向

性をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）を策定しました。 

また、同法においては、各市町村においても国の総合戦略等を勘案しながら、地域の実情に応じたま

ち・ひと・しごと創生に関する施策においての基本的な計画（以下「地方総合戦略」という。）の策定

に努めることとされ、当町においても人口減少が進む中で人口問題の現状を把握し、課題の解決に重点

的に取り組むため、平成 27年（2015年）2月に「藤里町人口ビジョン」及び「藤里町総合戦略」を策定

し、5か年度にわたる戦略等を定め取り組んできたところです。 

この戦略の推進期間は令和元年度（2019年度）が最終年度となりますが、国は「継続は力なり」とい

う姿勢を基本として、令和元年（2019年）12月に第 2期（2020年度から 2024年度までの 5か年）の総

合戦略を策定し、地方創生の動きをさらに加速させていくこととしています。 

当町においても、国・県の動向を勘案するとともに、これまでの取組の検証結果を踏まえ、引き続き

切れ目のない取組を続けていくため「第２期まち・ひと・しごと創生藤里町総合戦略」を策定します。 
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１．人口の動向分析と将来推計 

１-１．人口の動向 

①  町の人口動向 

  町の人口動向として、下表に示す項目を整理・分析した。 

 

表 町の人口動向に関する分析項目と内容一覧 

分析項目 内容 データ元 

①総人口の推移 

②男女別人口の推移 

③年齢３区分別人口

の推移と社人研に

よる推計 

 

過去 30年程度、昭和 60年（1985年）以降の

データを整理し、その推移と傾向を分析 

 

令和 2年以降、社人研の平成 29年 3月推計値

を加筆 

「国勢調査」 

昭和 60年（1985年） 

～平成 27年（2015年） 

「社人研推計」 

令和 2年（2020年） 

～令和 32年（2050年） 

 

④自然増減、合計特殊

出生率 

過去 20年程度の出生数と死亡数の差の傾向、

出生率の動向を分析 

「人口動態統計」ほか 

平成 7年（1995年） 

～平成 30年（2018年） 

 

➄ 社会増減 過去 10年程度の転入数、転出数の差の傾向を

分析 

「住民基本台帳人口移動

報告」 

平成 21年（2009年） 

～平成 30年（2018年） 
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① 総人口の推移 

・平成２年（1990 年）より減少が続いており、平成 27 年（2015 年）国勢調査では 3,359 人となっ

ている。 

・国立社会保障・人口問題研究所(社人研)によれば 2050年には 1990年の約 12％まで減少すると推 

計される。 

 

 

図 総人口の推移と社人研による推計（資料：国勢調査、2025年以降社人研による推計値） 

 

表 総人口の推移と社人研による推計 

（資料：国勢調査、2025年以降社人研による推計値：単位：人） 

 

 

*2020（令和 2）年の数値は住民基本台帳（4 月 1 日）による 

 

  

5,291
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3,848
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977
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2,000

3,000

4,000
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6,000

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

藤里町総人口の推移と社人研による推計（人）

1990年の12％

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 1990年比較

総数 5,291 5,024 4,708 4,348 3,848 3,359 3,150 2,515 2,138 1,796 1,482 1,207 977 786 622 12%

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
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② 男女別人口の推移 

・男女ともに、平成２年（1990年）をピークに減少している。 

・平成２年から平成 27年（2015年）までの 30年間で女性が約 36％、男性が約 37％減少している。 

  

図 男女別人口の推移（資料：国勢調査） 

 

表 男女別人口の推移（資料：国勢調査 単位：人） 

     

*2020（令和 2）年の数値は住民基本台帳（4 月 1 日）による 
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藤里町男女別人口推移（人）

男性 女性

1990年の60％

1990年の59％

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 1990年比較

男性 2,536 2,433 2,261 2,092 1,819 1,602 1,508 59%

女性 2,755 2,591 2,447 2,256 2,029 1,757 1,642 60%

総数 5,291 5,024 4,708 4,348 3,848 3,359 3,150

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年
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③ 年齢３区分別人口の推移と社人研による推計 

・生産年齢人口は平成２年（1990年）から減少が続いている。令和２年（2020年）には老年人口 

を下回り、令和 42年（2060年）には平成２年の約５％になると推計される。 

・年少人口は平成 2年（1990年）から減少が続いている。平成 27年（2015年）には 300人を下回 

り、令和 42年（2060年）には平成２年の約３％になると推計される。 

・老年人口は平成 27年（2015年）にピークを迎えた後、減少している。 

 

図 年齢３区分別人口の推移と社人研による推計（資料：国勢調査、2025年以降社人研推計） 

 

表年齢３区分別人口の推移と社人研による推計（資料：国勢調査、2025 年以降社人研推計 単位：人） 

 

*2020（令和 2）年の数値は住民基本台帳（4 月 1 日）による 
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0

500

1,000

1,500
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3,500

4,000

1990年 1995年2000年 2005年2010年 2015年2020年 2025年2030年 2035年2040年 2045年2050年 2055年2060年

藤里町3区分別人口推移と社人研による推計（人）

年少人口 生産人口 老年人口

（1990年の5％）

（1990年の3％）

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 1990年比較

年少人口 805 619 523 417 344 269 211 172 134 101 78 59 46 36 28 3%

生産人口 3355 3062 2710 2387 1997 1,625 1,439 1,000 823 647 498 378 280 213 171 5%

老年人口 1131 1343 1475 1544 1507 1,465 1,500 1,343 1,181 1,048 906 770 651 537 423

総数 5,291 5,024 4,708 4,348 3,848 3,359 3,150 2,515 2,138 1,796 1,482 1,207 977 786 622

※2020年は４月の住基の数値



7 

 

④ 自然増減・合計特殊出生率の変化 

・出生数は減少傾向、死亡数は暫増傾向にあり、自然減が続いている。 

・合計特殊出生率は、減少傾向にあり、近年は１人台前半になっている。 

注）合計特殊出生率：その年齢の女子が生んだ子供の数を、各歳の女子人口（15歳から 49歳の 

合計）で除して算出して合計したもので、１人の女子が生涯に生む子供の数の目安として用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 出生数と死亡数、自然増減（資料：人口動態統計） 

表 出生数と死亡数・合計特殊出生率（資料：人口動態統計、単位：人） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出展：市町村別人口動態統計 

出典：ベイズ推定値：人口動態保健所・市町村別統計・特殊報告 
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⑤ 社会増減 

・その年により増減の幅にバラつきがあるが、社会減の傾向が続いているものの、平成 28 年は転入

数が転出数を上回り社会増が見られた。 

 

 

図 社会増減（資料：国勢調査） 

 

表 社会増減数（資料：国勢調査 単位：人） 
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平成22年 56 96 -40

平成23年 80 88 -8

平成24年 60 71 -11

平成25年 45 91 -46

平成26年 53 109 -56

平成27年 65 91 -26

平成28年 74 59 15

平成29年 44 102 -58

平成30年 48 80 -32

出典：国勢調査
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②  地域間の人口移動状況 

   地域間の人口移動の状況を把握するため、平成 27 年国勢調査の５年前の常住地からの移動状況

を整理した。その結果は以下の通り。 

(ア)町全体で５年前と同じところに住んでいる人は約 91％、町内からの移動者が約５％、県内から

の移動者が約２％、他県からの移動者が２％である。 

(イ)男性と女性を比較するとほぼ同じ割合となっている。 

(ウ)町内でも字矢坂は町内からの移動比率が高い。実数では、字藤琴が多い。 

 

表 ５年前の常住地からの移動状況（資料：Ｈ27年国勢調査小地域別集計） 

 

  

字・丁目名 常住者 現住所
自市区町村
内

県内他市区
町村から

他県から 国外から 常住者 現住所
自市区町村
内

県内他市区
町村から

他県から 国外から

藤琴 1,540 1,385 80 34 33 8 100.0% 89.9% 5.2% 2.2% 2.1% 0.5%

大沢 473 443 8 14 7 0 100.0% 93.7% 1.7% 3.0% 1.5% 0.0%

矢坂 384 326 39 14 3 0 100.0% 84.9% 10.2% 3.6% 0.8% 0.0%

粕毛 962 898 25 13 22 0 100.0% 93.3% 2.6% 1.4% 2.3% 0.0%

町計 3,359 3,052 152 75 65 8 100.0% 90.9% 4.5% 2.2% 1.9% 0.2%

町男性計 1,602 665 39 14 17 1 100.0% 41.5% 2.4% 0.9% 1.1% 0.1%

町女性計 1,757 720 41 20 16 7 100.0% 41.0% 2.3% 1.1% 0.9% 0.4%

H２７：5年前の常住地：実数(単位：人) H２７：常住人口に対する比率(単位：％)
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③  就労や婚姻に関する動向 

➢ 産業別就業人口 

   ・平成 12年に対し、サービス業が増加している。農業、建設業・製造業の減少率が高い。 

 ・平成 12年から就業者数が減少しているが、男女別では男性就業者の減少率が高い。 

   ・平成 27年のサービス業の中では医療・福祉業が 42％、次いで宿泊・飲食サービス業が 18％ 

    を占める。 

 

図 就業構造の推移（資料：国勢調査） 

表 産業別就業者数の推移（資料：国勢調査、単位：人） 

    

376 328
199 156

82 64
43 35

35
29

5 8

300
265

194
176

488

389

300
206

8

11

3

3

64

63

83

51

283

221

196

168

22

17

18

8

442

565

547

571

123

100

124

109

0

500

1000

1500

2000

2500

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

藤里町の就業構造の推移（主要産業　単位：人）

A 農業 B 林業 C 漁業

D 鉱業 E 建設業 F 製造業

G 電気・ガス・熱供給・水道業 H 運輸・通信業 I 卸売・小売業

J 金融・保険業 K 不動産業 L サービス業

M 公務 N 分類不能の産業

年 A 農業 B 林業 C 漁業 D 鉱業
E 建設

業
F 製造

業

G 電気・
ガス・

熱供給・
水道業

H 運輸・
通信業

I 卸売・
小売業

J 金融・
保険業

K 不動
産業

L サービ
ス業

M 公務
(他に分
類されな
いもの)

N 分類
不能の
産業

総数

平成12年 376 82 0 35 300 488 8 64 283 22 2 442 123 0 2,225

平成17年 328 64 0 29 265 389 11 63 221 17 3 565 100 0 2,055

平成22年 199 43 0 5 194 300 3 83 196 18 7 547 124 3 1,722

平成27年 156 35 2 8 176 206 3 51 168 8 8 571 109 5 1,506

注）H22から区分された情報通信業は運輸・通信業、飲食店・宿泊業、医療・福祉、教育学習支援はサービス業に含む

注）H22から区分された学術研究、宿泊業・飲食サービス、生活関連サービスはサービス業に含む

年 A 農業 B 林業 C 漁業 D 鉱業 E 建設業 F 製造業

G 電気・

ガス・熱
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H 運輸・

通信業
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J 金融・

保険業

K 不動産

業

L サービ
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M 公務

N 分類不

能の産業
総数



11 

 

 

                   

図 男女別就業者数の推移（資料：国勢調査）  図 Ｈ27サービス業の内訳（資料：国勢調査）  

1264
1181

962 905

967
874

760
653

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

藤里町男女別就業構造の推移（単位：人）

男 女

L 学術研究、専門・

技術サービス , 8, 1%

M 宿泊業・飲食

サービス業 , 79, 

14%

N 生活関連サービ

ス業、娯楽業 , 50, 

9%

O 教育・学習支援
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業, 38, 7%

R サービス業（他

に分類されない

もの） , 77, 13%

藤里町サービス業内訳（H27年  単位：人）
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➢ 婚姻率 

   ・有配偶率は徐々に低下し、平成 22年には約 61％となっている。 

   ・未婚率はほぼ横ばいで、死別・離別率は上昇している。 

   ・男性の未婚率（Ｈ22年約 26％）が高く、女性の死別・離別率(Ｈ22年約 31％)が高い。 

 

図 婚姻率の推移（総数・男女別、資料：国勢調査） 

 

表 婚姻率の推移（総数・男女別、資料：国勢調査） 

 

 

17.8% 18.9% 18.4% 19.2%

63.3%
61.4% 61.0% 59.0%

18.5% 19.7% 20.6% 21.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

H12 H17 H22 H27

藤里町の婚姻率の推移（単位：％）

未婚 有配偶 死別・離別

総数（不詳含む） 未婚 有配偶 死別・離別 未婚 有配偶 死別・離別

H12 4,185 745 2,650 776 17.8% 63.3% 18.5%

H17 3,931 741 2,414 776 18.9% 61.4% 19.7%

H22 3,504 646 2,136 721 18.4% 61.0% 20.6%

H27 3,090 592 1,823 675 19.2% 59.0% 21.8%

総数（不詳含む） 未婚 有配偶 死別・離別 未婚 有配偶 死別・離別

H12 1,979 483 1,329 160 24.4% 67.2% 8.1%

H17 1,862 490 1,205 167 26.3% 64.7% 9.0%

H22 1,643 434 1,063 145 26.4% 64.7% 8.8%

H27 1,472 407 910 155 27.6% 61.8% 10.5%

総数（不詳含む） 未婚 有配偶 死別・離別 未婚 有配偶 死別・離別

H12 2,206 262 1,321 616 11.9% 59.9% 27.9%

H17 2,069 251 1,209 609 12.1% 58.4% 29.4%

H22 1,861 212 1,073 576 11.4% 57.7% 31.0%

H27 1,618 185 913 520 11.4% 56.4% 32.1%

総数（人） 比率（％）

男性（人） 比率（％）

女性（人） 比率（％）
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➢ 通勤・通学流動 

・自宅での従業が約 14％、町内自宅外での従業が 40％、他町での従業が約 40％である。 

・町内への通学者数に対し、町外への通学者数が約５倍となっている。 

 

表 通勤・通学流動(資料：Ｈ２２国勢調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総数
総数(従
業地・通

学地)

常駐地に
よる15歳
以上就業

者数

自宅で従
業

自宅外の
自市区町
村で従業

他市区町
村で従業

県内他市
区町村で

従業

他県で従
業

常駐地に
よる15歳

以上の通学
者数

自市区町
村へ通学

他市区町
村へ通学

県内他市
区町村へ

通学

他県へ通
学

人 1,602 1,506 227 635 642 623 17 96 11 84 83 1

比率 100% 94% 14% 40% 40% 39% 1% 6% 1% 5% 5% 0%

男性
総数(従
業地・通

学地)

常駐地に
よる15歳
以上就業

者数

自宅で従
業

自宅外の
自市区町
村で従業

他市区町
村で従業

県内他市
区町村で

従業

他県で従
業

常駐地に
よる15歳

以上の通学
者数

自市区町
村へ通学

他市区町
村へ通学

県内他市
区町村へ

通学

他県へ通
学

人 915 863 143 297 421 404 16 52 5 47 47 0

比率 100% 94% 16% 32% 46% 44% 2% 6% 1% 5% 5% 0%

女性
総数(従
業地・通

学地)

常駐地に
よる15歳
以上就業

者数

自宅で従
業

自宅外の
自市区町
村で従業

他市区町
村で従業

県内他市
区町村で

従業

他県で従
業

常駐地に
よる15歳

以上の通学
者数

自市区町
村へ通学

他市区町
村へ通学

県内他市
区町村へ

通学

他県へ通
学

人 687 643 84 338 221 219 1 44 6 37 36 1

比率 100% 94% 12% 49% 32% 32% 0% 6% 1% 5% 5% 0%
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1-2 現状推移時の将来人口 

（１）将来人口推計（町全体） 

 

①総人口の推計（再掲） 

   藤里町においては、１章に示したように、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平

成２年（1990年）の 5,291人に対して、令和 42年（2060年）に 622人まで減少すると推計され

ている。 

 

 

図 総人口の推移と社人研による推計 

（資料：国勢調査、2025 年以降社人研による推計値） 

 

 

表 総人口の推移と社人研による推計 

（資料：国勢調査、2025 年以降社人研による推計値 単位：人） 

*2020（令和 2）年の数値は住民基本台帳（4 月 1 日）による 

 

  

 

 

  

5,291

5,024

4,708

4,348

3,848

3,359
3,150

2,515

2,138

1,796

1,482
1,207

977
786

622

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

藤里町総人口の推移と社人研による推計（人）

1990年の12％

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 1990年比較

総数 5,291 5,024 4,708 4,348 3,848 3,359 3,150 2,515 2,138 1,796 1,482 1,207 977 786 622 12%

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
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②年齢３区分別人口の推計（再掲） 

・生産年齢人口は平成２年（1990年）から減少が続いている。令和２年（2020年）には老年人口

を下回り、令和 42年（2060年）には平成２年の約５％になると推計される。 

・年少人口は平成２年（1990年）から減少が続いている。平成 27年（2015年）には 300人を下

回り、令和 42年（2060年）には平成２年の約３％になると推計される。 

・老年人口は平成 27年（2015年）にピークを迎えた後、減少している。 

 

図 年齢３区分別人口の推移と社人研による推計 

（資料：国勢調査、2025 年以降社人研による推計） 

 

 

表 年齢３区分別人口の推移と社人研による推計 

（資料：国勢調査、2025 年以降社人研による推計 単位:人） 

*2020（令和 2）年の数値は住民基本台帳（4 月 1 日）による 

 

 

 

  

805
619

523
417 344

269 211 172 134 101 78 59 46 36 28

3,355 

3,062 

2,710 

2,387 

1,997 

1,625 
1,439 

1,000 
823 

647 
498 378 

280 213 171 

1,131 
1,343 1,475 1,544 1,507 

1,465 

1,500 
1,343 

1,181 
1,048 

906 
770 

651 
537 

423 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1990年 1995年2000年 2005年2010年 2015年2020年 2025年2030年 2035年2040年 2045年2050年 2055年2060年

藤里町3区分別人口推移と社人研による推計（人）

年少人口 生産人口 老年人口

（1990年の5％）

（1990年の3％）

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 1990年比較

年少人口 805 619 523 417 344 269 211 172 134 101 78 59 46 36 28 3%

生産人口 3355 3062 2710 2387 1997 1,625 1,439 1,000 823 647 498 378 280 213 171 5%

老年人口 1131 1343 1475 1544 1507 1,465 1,500 1,343 1,181 1,048 906 770 651 537 423

総数 5,291 5,024 4,708 4,348 3,848 3,359 3,150 2,515 2,138 1,796 1,482 1,207 977 786 622

※2020年は４月の住基の数値
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２．人口の将来展望 

2-1 現状分析と課題整理 

（１）人口減少の特徴と要因分析 

 

①自然増減と社会増減の影響 

自然減と社会減が重なって町の人口減少が進んでいる。なお、自然減に加え社会減の影響も大きく、

自然減の緩和に加え、社会減対策・社会増対策を重視していく必要があることが分かる。 

 

 

図 自然増減と社会増減の推移と影響 
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藤里町自然増減と社会増減の推移（単位：人）
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総人口の推移に影響を与えてきた自然増減と社会増減の影響
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②年齢５歳階級別人口の移動状況 

ⅰ）ライフステージ別の減少率 

      就職時に人口が５～７割ほど流出している。ただし、出生年度によってばらつきがある。 

 

表 藤里町ライフステージ別人口推移（国勢調査、社人研による推計、単位：人） 

 

表 ライフステージ別人口：出生からの累積減少数（国勢調査、社人研による推計、単位：人） 

 

藤里町ライフステージ別人口：前世代からの累積減少率（国勢調査、社人研による推計） 

 

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

出生 小学進学 中学進学 高校進学 就職 結婚(早) 結婚(中) 結婚(晩)

藤里町ライフステージ別の出生時に対する減少率

平成2年生 平成7年生 平成12年生 平成17年生 平成22年生

年齢 ライフステージ 平成2年生 平成7年生 平成12年生 平成17年生 平成22年生

０～４歳 出生 213 163 143 115 92

５～９歳 小学進学 205 173 142 118 89

10～14歳 中学進学 207 160 134 108 84

15～19歳 高校進学 187 126 109 88 69

20～24歳 就職 99 60 53 41 32

25～29歳 結婚(早) 87 54 47 36 28

30～34歳 結婚(中) 79 49 42 33 26

35～39歳 結婚(晩) 80 50 43 33 27

年齢 ライフステージ 平成2年生 平成7年生 平成12年生 平成17年生 平成22年生

年齢 ライフステージ 平成2年生 平成7年生 平成12年生 平成17年生 平成22年生

０～４歳 出生 -8 10 -1 3 -3

５～９歳 小学進学 -6 -3 -9 -7 -8

10～14歳 中学進学 -26 -37 -34 -27 -23

15～19歳 高校進学 -114 -103 -90 -74 -60

20～24歳 就職 -126 -109 -96 -79 -64

25～29歳 結婚(早) -134 -114 -101 -82 -66

30～34歳 結婚(中) -133 -113 -100 -82 -65

35～39歳 結婚(晩) -139 -117 -103 -84 -68

年齢 ライフステージ 平成2年生 平成7年生 平成12年生 平成17年生 平成22年生

年齢 ライフステージ 平成2年生 平成7年生 平成12年生 平成17年生 平成22年生

０～４歳 出生 -3.8% 6.1% -0.7% 2.6% -3.3%

５～９歳 小学進学 -2.8% -1.8% -6.3% -6.1% -8.7%

10～14歳 中学進学 -12.2% -22.7% -23.8% -23.5% -25.0%

15～19歳 高校進学 -53.5% -63.2% -62.9% -64.3% -65.2%

20～24歳 就職 -59.2% -66.9% -67.1% -68.7% -69.6%

25～29歳 結婚(早) -62.9% -69.9% -70.6% -71.3% -71.7%

30～34歳 結婚(中) -62.4% -69.3% -69.9% -71.3% -70.7%

35～39歳 結婚(晩) -65.3% -71.8% -72.0% -73.0% -73.9%
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ⅱ）人口構成の変化 

      平成 12 年から平成 27 年の人口ピラミッドの変化を見ると少子高齢化が一層進んでいる

ことがわかる。特に女性は後期高齢者が増加していることと 50 歳未満の年代が減少してい

ることが特徴的である。 
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ⅲ）高校進学時・卒業時の流出 

高校進学時（「10〜14歳人口」から５年後の「15〜19歳人口」への移動：表中赤→）の 

 流出率は、昭和 60年頃に 20％を超えていたが、平成に入ってから 10％台に減った。その後、 

平成 17年から平成 22年にかけて 20％台に戻り、平成 22年から平成 27年にかけて再び 10％ 

台に減っている。 

・昭和 60年 358人→平成 2年 276人：23％流出 

・平成２年 341人→平成７年 301人：12％流出 

・平成７年 251人→平成 12年 219人：13％流出 

・平成 12年 207人→平成 17年 187人：10％流出 

・平成 17年 160人→平成 22年 126人：21％流出 

・平成 22年 134人→平成 27年 109人：19％流出 

 

高校卒業時（「15〜19歳人口」から 5年後の「20〜24歳人口」への移動：表中青→）の

流出率は、高校進学時より大きく、約３割を超えている。特に、平成 22年（126人）から

平成 27年（60人）にかけて約 52％の流出率となり、流出率が最も大きくなっている。 

・昭和 60年 314人→平成２年 180人：43％流出 

・平成２年 276人→平成７年 197人：29％流出 

・平成７年 301人→平成 12年 193人：36％流出 

・平成 12年 219人→平成 17年 152人：31％流出 

・平成 17年 187人→平成 22年 99人：47％流出 

・平成 22年 126人→平成 27年 60人：52％流出 

 

表 高校進学時と卒業時の流出（資料：国勢調査 単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

０～４歳 245 213 163 143 115 92 72

５～９歳 339 251 205 173 142 118 89

10～14歳 358 341 251 207 160 134 108

15～19歳 314 276 301 219 187 126 109

20～24歳 210 180 197 193 152 99 60

25～29歳 288 204 209 181 165 128 87

30～34歳 334 276 198 215 170 147 116

35～39歳 415 360 268 192 209 177 144

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
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ⅳ）子供を産める世代の減少 

昭和 60年の０〜４歳人口（245人）から 30年後の平成 27年の 30〜34歳人口（116人） 

への移動をみると約 53％の減少となっており、子供の産める世代が大幅に減少している。 

また、30〜34 歳台の人口を追っていくと、平成 12 年に増加しているが、その後５年ごと

に約 30人ずつ減少している。 

 

表 子供を産める世代の減少（資料：国勢調査 単位：人） 

 

 

ⅴ）出生率の減少・子供の減少 

出生率の目安として、30〜34歳人口に対する０〜４歳人口を見ると、昭和 60年～平成７ 

年までは約７～８割前後だったが、それ以降７割未満に低下している。子供の数自体も昭和 

60年の 245人から平成 27年にかけ、72人と約 71％減少している。 

・昭和 60年の人口比 245人/334人：73％ 

・平成２年の人口比 213人/276人：77％ 

・平成７年の人口比 163人/198人：82％ 

・平成 12年の人口比 143人/215人：67％ 

・平成 17年の人口比 115人/170人：68％ 

・平成 22年の人口比 92人/147人：63％ 

・平成 27年の人口比 72人/116人：62％ 

 

表 出生率の減少・結果としての子供の減少（資料：国勢調査 単位：人） 

 

ⅵ）Ｕターンなどの状況 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

０～４歳 245 213 163 143 115 92 72

５～９歳 339 251 205 173 142 118 89

10～14歳 358 341 251 207 160 134 108

15～19歳 314 276 301 219 187 126 109

20～24歳 210 180 197 193 152 99 60

25～29歳 288 204 209 181 165 128 87

30～34歳 334 276 198 215 170 147 116

35～39歳 415 360 268 192 209 177 144

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

０～４歳 245 213 163 143 115 92 72

５～９歳 339 251 205 173 142 118 89

10～14歳 358 341 251 207 160 134 108

15～19歳 314 276 301 219 187 126 109

20～24歳 210 180 197 193 152 99 60

25～29歳 288 204 209 181 165 128 87

30～34歳 334 276 198 215 170 147 116

35～39歳 415 360 268 192 209 177 144

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
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20歳台前半→20歳台後半の人口移動、20歳台後半→30歳代前半の移動をみるとＵター

ンなどで増加したと考えられるパターンは限られている。一方、30 歳台前半→30 歳台後

半の移動をみると、Ｕターンなどで増加したと考えられるパターンが約半分ある。今後、

30歳台前半をＵターンの促ターゲットとする政策が考えられる。 

＜20歳台前半→20歳台後半＞ 

・昭和 60年 210人→平成 2年 204人：6人減少 

・平成２年 180人→平成７年 209人：29人増加 

・平成７年 197人→平成 12年 181人：16人減少 

・平成 12年 193人→平成 17年 165人：28人減少  

・平成 17年 152人→平成 22年 128人：24人減少 

・平成 22年 99人→平成 27年 87人：12人減少 

 

＜20歳台後半→30歳台前半＞ 

・昭和 60年 288人→平成 2年 276人：12人減少 

・平成２年 204人→平成７年 198人：6人減少 

・平成７年 209人→平成 12年 215人：6人増加 

・平成 12年 181人→平成 17年 170人：11人減少  

・平成 17年 165人→平成 22年 147人：18人減少 

・平成 22年 128人→平成 27年 116人：12人減少 

 

＜30歳台前半→30歳台後半＞ 

・昭和 60年 334人→平成 2年 360人：26人増加 

・平成２年 276人→平成 12年 268人：8人減少 

・平成７年 198人→平成 12年 192人：6人減少 

・平成 12年 215人→平成 17年 209人：6人減少 

・平成 17年 170人→平成 22年 177人：7人増加 

・平成 22年 147人→平成 27年 144人：3人減少 

 

表 Uターンの状況（資料：国勢調査 単位：人） 

 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

０～４歳 245 213 163 143 115 92 72

５～９歳 339 251 205 173 142 118 89

10～14歳 358 341 251 207 160 134 108

15～19歳 314 276 301 219 187 126 109

20～24歳 210 180 197 193 152 99 60

25～29歳 288 204 209 181 165 128 87

30～34歳 334 276 198 215 170 147 116

35～39歳 415 360 268 192 209 177 144
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（２）人口減少がもたらす影響と課題 

①人口減少の影響 

人口減少は、藤里町にさまざまな影響をもたらすことが懸念される。 

 

●小売店など民間利便施設への影響 

人口が減少する地域では、地域内の消費市場が縮小し、特に人口が散在している地域において

は、商店、公共交通等の日常生活に不可欠なサービスの提供・確保が困難になってくる。 

 

▶家計調査（2015 年）をもとにした地元産品の消費額は年間 2.5 億円と推定された。人口が現在の

半分になると地元産品の消費額が約 1.3 億円の減少となり、地元の生産者も大きな影響を受けるこ

とになる。 

 

●地域の産業における人財不足 

地域の若い世代の減少は、商工業の従事者や、農林水産業の担い手などの不足を生じさせ、地

域産業や地域経済の縮小につながっていく。 

保健・福祉サービスに必要な従事者の確保も困難になることから、高齢者への医療・介護サー

ビスや、子育て世代への保育サービスへの支障を生じさせることになる。 

 

●地域コミュニティにおける人財不足 

 人口減少と高齢化が進むことにより、地域コミュニティにおける日常的な見守り活動をはじ

め、自治会や消防団などの地域活動や、地域文化の伝承に影響を及ぼす。 

 

●学校教育への影響 

 人口減少とともに、児童・生徒数が減少する。例えば、小学生が現在の 113 人の約半分に減少す

れば、1 学年が 10 人に満たないこととなり、複式学級にせざるを得ない場合が出てくる。また、ク

ラブ活動などにおいても、団体競技種目のチーム編成が困難になり、児童が希望する種目の活動が

できなくなる懸念がある。 

 

●公共施設の維持管理・更新等への影響 

   町としては、人口が減少しても、道路・上下水道等のインフラの維持・整備をはじめ、一定の

行政サービス水準を維持していく必要がある。そのために必要な財源を、いかにして確保してい

くかが大きな課題となる。公共施設マネジメントに加え財政マネジメントが重要である。 

 

●社会保障等の財政需要の増加、税収等の減少による町の財政状況への影響 

 人口減少に伴う自主財源の減少による財源不足と社会保障等の義務的経費の増加により町財政

への影響は大きくなり、現在の社会生活におけるサービス提供の維持が困難な状況も予想される。  

また、人口減少に伴う社会生活におけるサービスの低下は、さらなる人口流出を引き起こすとい

う悪循環に陥る恐れがある。 

一方、国全体の財政が悪化する中で、こうした問題に国としてどう対処していくかが課題とな

る。 
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②課題 

何もしなければ、約 20年後には 1,500人を下回る。特に、“働く男性”の減少が著しくなる。 

＜人口減少の特徴＞ 

・高校卒業時（多くは就職時）に町外に出る。 

・子育て前の世代が、町に少し戻る傾向がみられる。 

＊若い世代では、近隣に働く場所があり住居が確保されれば移り住む傾向がみられる。 

・転出も多いが、転入もある。 

・自然減（死亡）が多く、自然増（出産）は漸減 

 

 

 

＜総合戦略に向けての課題＞ 

・超高齢化の事実を受け止め、無理なく生涯現役で働くスタイルに転換する。 

・自然減が大きいので、町に帰ってきて子供を産み育ててもらう。そのためには、子供を産み育

てる 20〜39 歳台の人を最優先で増やす積極的な U ターン施策、I ターン施策を引き続き取り

組む。 

※子育てに障害になること（たとえば多雪、通学までの距離…）を克服する。 

     ※高校入学時、高校卒業時にいったん町外に出ても 5年後には戻ってこられる環境をつくる。 

・町外への転出を少しでも減らすため、町内の雇用の受け皿をつくるとともに町から通勤可能な 

地域への受け皿をつくる。 

    ・子育て世代の多様な働き方を支援する取組を行う。 
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2-2 人口の将来展望 

（１）施策実施時の人口推計 

①基本的な考え方（前提条件） 

将来人口の目標設定にあたり、国立社会保障・人口問題研究所推計によるコーホート要因法を用い

て、各仮定値を設定し目標を設定した。 

 

●自然増減（出生―死亡） 

 ▶出生に対する仮定（合計特殊出生率） 

   合計特殊出生率（１人の女性が一生に産む子供の平均数）を、現在の 1.38人から 2.07人に引き

上げる。国の長期ビジョンで目標とした 2.07人と同様とする。 

   なお、試算では５年後の 2025年に 1.8人、20年後の 2040年以降は 2.07人に引き上がるものと 

仮定した。 

  ▶死亡に対する仮定（生存率） 

  国立社会保障・人口問題研究所が推計した将来の生存率を採用した。 

 

●社会増減（転入―転出） 

全国的な人口減少の中で、今後の人口増を展望することは困難としても、社会減をできるだけ緩和

する一方、転入を伸ばすことを目指して、地域人口の安定化に向けた将来人口の目標を以下の仮定値

を用いる。 

  ▶転入に対する仮定 

最近の動向を踏まえ 20代から 30代の若い世代、定年退職者のＵ・Ｉターンを想定し、コーホート

変化率法のほか転入人口の予測を行う。 

  ▶転出に対する仮定 

高校卒業時の就職に際しての流出、結婚適齢期の減少が男性 30％、女性 36％と目立っており、地

元(広域圏)での雇用等促進施策により、現状の３割減まで改善するものと仮定する。 

  



25 

 

 

（２）目指すべき将来人口 

   

目標人口を以下のとおりとする。 

 

令和 22（2040）年：2,000 人 

令和 42（2060）年：1,200 人 

以上を藤里町の目標人口とする。 

 

令和 22年 

（2040年） 

令和 42年 

（2060年） 
内 訳 

2,000人 

（目標） 

1,200人 

（目標） 

2040年：高齢化率 48.7％、子ども人口を 162人 

2060年：高齢化率 44.0％、子供人口 125人 

年間の移住（Ｕ・Ｉターン）＝6人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2015 年以前の数値は国勢調査、2020 年の数値は住民基本台帳（4 月 1 日）による 
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（３）必要な施策の方向性 

 

①社会増に向けた取り組み 

目標達成に向けて、社会減を移住施策の実施、並びに若者の地元定着（転出抑制）施策の効果

的達成を図ることが必要である。 

   そのため、能代山本地域広域圏との連携を図りながら、高卒者の地元就職や短大・専門学校・

大学卒業後のＵターンを促進すると共に、Ｉターン者の受入れの取り組みを進める。特に   

若い世代の移住施策（仕事・住まい・子育て環境）に取り組む。 

 

②自然減の抑制合計特殊出生率向上に向けた取り組み 

若者の出会い・結婚に関する支援から、妊娠・出産期を経て、子育てに至るまでのトータルな

支援のさらなる充実を目指すことで、合計特殊出生率の向上を目指す。 

  

③持続可能な地域づくり 

目標を達成したとしても、本町の人口は、2040年に現状の 65％、2060年に現状の 39％になる 

と推計されるため、地域コミュニティの機能低下や地域活力の低下が懸念される。そのため、人 

口減少社会において必要な住民サービスを確保する仕組みづくりが必要である。 
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第 2章 総合戦略 
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１． 基本的な考え方 

1-1 戦略策定の趣旨 

 我が国は、平成 20 年をピークに人口減少局面に入っており、特に地方においては若者の東京圏への

流出や、未婚・晩婚・晩産化による出生数の減少等により、人口減少の進行が著しく、地域活力の低下

にとどまらず、地域社会の存続そのものが懸念されています。 

このため平成 26 年にまち・ひと・しごと創生法が制定され、国と地方が一体となって地方創生を実

現するため、国においては「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、市町村においては、国や県

の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案しながら、それぞれの市町村の実情に応じたまち・ひと・

しごと創生に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされています。 

藤里町においては、平成 28 年 1 月に「まち・ひと・しごと創生藤里町総合戦略」（以下「第１期総

合戦略」という。）を策定し、様々なまちの活性化策に取り組んできました。子育て環境の充実や移住

支援等の取組については成果が見られつつありますが、依然人口減少に歯止めがかかっていない状況に

あるほか、少子化がさらに進み、自然減の増加も続くなど厳しい状況にあります。 

人口減少の抑制や持続可能な地域を実現するため、これに資する各種施策を切れ目なく推進すること

が必要です。このため、「継続は力なり」を基本として第１期総合戦略を引き継ぎ、また、これまでの

取組の検証結果及び国、県の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案しながら「第２期まち・

ひと・しごと創生藤里町総合戦略（以下「第２期総合戦略」という。）を策定します。 

  

1-2 戦略の位置づけ 

 町政発展の基本的な方向を示す「藤里町まちづくり計画～持続可能な町・ふじさと～」（平成 26 年 3

月策定）を上位計画とし、また、国並びに秋田県のまち・ひと・しごと創生戦略との整合も図りながら、

人口減少や少子化、また、これらに関連する対策等に特化した施策を体系づけ、それぞれの取組の方向

性を示すものです。 

  

1-3 計画期間 

 第２期総合戦略の推進期間は、令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）までの５年間

とします。  
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２． 町の人口動向と目指すべき方向 

2-1 人口動向 

 本町の人口は加速度を増しながら減少を続けています。1990 年に 5,291 人だったのが、2015 年には

3,359 人となっており、25 年の間に６割に減少しています。今後も現在の人口減少が続いた場合、さら

に人口減少が加速し、2030 年には 2,137 人、2040 年には 1,482 人、2060 年には 622 人にまで減少す

る予想となっています。 

 人口減少の要因としては、自然減と社会減の２つの側面があります。自然減については、死亡数は年

間で 70 人前後と概ね横ばいで推移しているものの、出生数が漸減していることから自然減が大きくな

る傾向となっています。社会減については、その年によって大きく変動があるものの転出が転入を上回

っていることから社会減は続いている状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 総人口の推移と社人研による推計 

資料：国勢調査、2025 年以降社人研による推計値 

*2020（令和 2）年の数値は住民基本台帳（4 月 1 日）による 
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2-2 目指すべき方向 

 人口減少問題への対応の目指すべき方向として以下の３つに整理し、取組の基礎とします。 

①社会増に向けた取組（生産人口の回復） 

人口目標の達成に向けて、移住施策の実施並びに若者の地元定着（転出抑制）施策の効果的達成を図

ることが必要です。 

 引き続き、若い世代の定着を促す施策への取組の推進や能代山本地域広域圏との連携を図りながら、

高卒者の地元就職や短大・専門学校・大学卒業後のＵターンを促進すると共に、Ｉターン者やＵターン

者の受入れの取り組みを進めます。 

②自然減の抑制に向けた取組（年少人口の回復） 

若者の出会い・結婚に関する支援から、妊娠・出産期を経て、子どもが就職し独り立ちするまでの子

育て期間全体に渡るトータルな支援のさらなる充実を目指すことで、年少人口の向上を目指します。 

③持続可能な地域づくり 

目標を達成したとしても、本町の人口は、2040 年に現状の約５割、2060 年に現状の約２割になると

推計されるため、地域コミュニティの機能低下や地域活力の低下が懸念されます。そのため、人口減少

社会において必要な住民サービスを確保する仕組みづくりに取り組みます。 

 

＞＞ 将来目標 ＜＜ 

令和 22年（2040年） 令和 42年（2060年） 内 訳 

2,000人 1,200人 

2040年：高齢化率 48.7％、子ども人口を 162人 

2060年：高齢化率 44.0％、子供人口 125人 

年間の移住（Ｕ・Ｉターン）＝6人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 目指す将来の人口 
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３． 基本的視点と基本目標 

3-1 基本的視点 

第２期総合戦略は、国と同様にこれまでの継続を力にすべく、人口ビジョン及び第１期総合戦略の構

成を引き継いだ長期視点に立った施策とそれぞれの戦略の基本目標を設定し、その目標の達成に向けて

推進する施策、事業を展開します。 

また、各種アンケート調査結果や検証委員会における検証結果を踏まえた施策のブラッシュアップや

新たな施策にも取り組んでいきます。 

  

3-2 基本目標 

 国・県の方向性やこれまでの取組を踏まえ、４つの基本目標を設定します。 

 

【基本目標１】藤里町に住み、働く若者を増やす 

人口減少の最も大きな要因は、昭和 30 年代以降継続して若者が就職に際して町外に流出し続けてき

たことです。そのことにより、町の産業も衰退し、さらに町内で働こうと意欲を持つものが減り、人口

が流出するという悪循環に陥りました。 

 この悪循環を断ち切り、人口安定化の第１手として、町の基幹産業である農林業・観光業を軸として

幅広く町内産業が結びつき稼げる仕事づくりと、地元就労の促進、魅力ある職場づくりを実現します。 

また藤里町には大きな企業や事業所はありません。藤里町に暮らしながら「しごと」の希望をかなえ

るため、企業誘致に取り組むとともに、近隣市町村企業との連携を図り雇用の場の促進を図ります。 

 併せて小規模の小売店や飲食店等の起業等を支援するほか若者、女性、高齢者、障がいのある人など

多様な立場の人が活躍できる「しごと」の場の創出を図ります。 

 

【基本目標２】移住者を増やす 

 将来的に人口の減少を食い止め、安定的に維持するためには外からの移住による人口増が不可欠な状

況となっています。外から移住してもらう方法としては、Ｕターン（出身者が戻ってくる）、Ｉターン

（出身者でない人に移住してもらう）の他に、近年は孫ターン（出身者の子どもが戻ってくる）という

動きも見えつつあります。 

 出身者やＵターンしてきた町民の意向調査の結果を見ると、藤里に戻りたいと思う理由として「藤里

が好きだから」や「優れた自然環境」を挙げる意見が多くあげられました。そのため、町を想う力を再

生し、人を呼びたくなる、ふるさとを出た人が帰ってきたくなる未来の藤里町をつくるため、足元から

見直し住民の想いを再生するための取組を実施するほか、さらに、移住者を増やす事業として、町民を

対象として子どもの頃から藤里町の自然に親しみ、自然と「藤里を好きだと思う」気持ちを育てていく

事業に取り組みます。また、出身者を中心とした交流を活発にし、つながりを太くする様々な事業に取

り組み定住につなげます。町の魅力を高め、発信することにより「いつか訪れたい」、「また訪れたい」、

「住んでみたい」と思われるようなまちづくりを進め、新しいひとの流れをつくります。 
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【基本目標３】出生率を増やす 

 外からいくら移住をしてもらっても、藤里に住む人が子供を産み、育てていくことがなければ、人口

の安定的な維持は望めません。現在藤里に住んでいる人もこれから移住してくる人にとっても、不安な

く子育てができる環境を整え、子どもを産み育てたくなるまちづくりを進めます。 

 子育ての段階に応じた経済的な負担を解消し、子どもを産み育てたくなるような環境を整えるととも

に、家庭や地域を取り巻く環境の変化や時代の変化に対応した子育て世代のワーク・ライフ・バランス

を実現させながら、まち全体で子育てを応援し、地域で安心して子育てできる総合的な支援体制の充実

を図ります。 

 

【基本目標４】藤里に住み続けたい人を増やす 

 上記基本目標１～３の実現のためにも、その基礎として、藤里に住んでいる人がいつまでも健康で、

安心して暮らし続けられる環境をつくるとともに、地域の活力を高め、住民相互の助け合いや住民同士

のつながりを高める取組を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

■国の基本目標 

①稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

②地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

横断的な目標 ①多様な人財の活躍を推進する 

横断的な目標 ②新しい時代の流れを力にする 

 

■秋田県の基本目標 

①産業振興による仕事づくり 

②新しい人の流れづくり 

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる社会づくり 

④新たな時代に対応した地域づくり・人づくり 
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3-3 戦略の体系 ～具体的な戦略～ 

基本目標を実現するために講ずべき施策の方向性として、１４の基本方針とそれぞれの具体的な戦略

（重点プロジェクト２９事業、通常プロジェクト９事業）を定めます。  

分

野 
基本方針 具体的な戦略（●重点プロジェクト） 

仕

事 

地域資源を生かした産業と

商品化による仕事づくり 
① 

●創業・新業務等へのチャレンジ助成 【継】 

○企業との連携による特産品の開発 【継】 

1 

2 

里山農林業・観光業の再生

による後継者の育成 
② 

○未利用材の活用と地域経済循環の促進～木の駅ふじさと～ 【継】 

○農林業及び観光業の担い手の拡大と育成 【継】 

3 

4 

若者の地元就労の促進 ③ 

○小中学生の企業体験機会の創出（キャリア教育、販売体験） 【継】 

●既存企業等の維持・拡大 【新】 

○企業誘致活動の推進 【新】 

5 

6 

7 

人財の発掘と 

働きたくなる環境づくり 
④ 

○就業機会の拡大に資する資格取得の支援 【新】 

●誰もが活躍できる働く場づくり（若者・女性・障がいのある人等） 【統合・継】 

8 

9 

移

住 

里山風景の保全と 

藤里の魅力向上 
⑤ ○世界自然遺産白神山地の理解促進プロジェクトの推進 【統合・継】 10 

情報発信の強化と 

にぎやかな交流 
⑥ 

●交流人口・関係人口の創出と拡大 【新】 

○情報発信の充実 【新】 

11 

12 

移住者にやさしいまちづくり ⑦ 
●移住相談の充実と移住者向け住宅の整備（空き家バンク等） 【継】 

○移住・定住支援事業の充実 【新】 

13 

14 

地元愛の醸成 ⑧ 
○藤里暮らしの掘り起こしと提案（ふじさと Reデザイン） 【継】 

○ふるさと教育の推進 【新】 

15 

16 

子

育

て 

子育てのトータル支援 

の実現 
⑨ 

●他地域との交流と町の魅力を生かした教育環境の促進【継】 

○保育士の労務環境改善による担い手の安定的確保 【継】 

○子育てを楽しめる環境づくりの推進 【新】 

17 

18 

19 

子育てに係る 

経済的負担の軽減 
⑩ ○子育て支援事業の充実 【統合・継】 20 

「家族になろう」を 

応援する 
⑪ 

●子育て住宅整備事業の充実 【継】 

○結婚サポート事業の推進 【継】 

21 

22 

地

域 

医療・福祉の安心の確保と

健康長寿のまちづくり 
⑫ ●健康寿命と地域共生社会の実現に向けた取組の推進 【新】 23 

暮らしの品質を保証する ⑬ 

○地域公共交通の計画的な充実（網形成計画の実施と駒わりくんの運行） 【継】 

○日本一の除雪体制の維持と充実 【継】 

○能代山本定住自立圏構想事業の推進 【継】 

○防災・減災・消防力の強化 【新】 

24 

25 

26 

27 

地域力を高める ⑭ 
●地域コミュニティの維持と推進 【統合・新】 

○郷土の歴史・文化の保存と学びの場の創出 【新】 

28 

29 
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４． 具体的施策と評価指標 

基本目標１ 藤里に住み、働く若者を増やす 【若者の町内定住率＝80%】 

地域資源を活用した産業振興としごとをつくる 

 

講ずべき施策の 

基本方針 

①地域資源を生かした産業と商品化による仕事づくり 

②里山農林業の再生による後継者の育成 

③若者の地元就労の促進 

④人財の発掘と働きたくなる環境づくり 

 

①地域資源を生かした産業と商品化による仕事づくり 

 藤里町の生業の強みは、優れた自然環境を生かすことにあります。しかし、現時点では優れた自然環

境を十分に生かした生業を行えている企業は多くはありません。また、消費地までの距離の遠さや雪な

どの自然環境など条件不利な面も多く、地域間競争には弱みもあります。町内企業、町外企業と連携し

た雇用の場の創出や新規事業にトライできる取り組みを進めるとともに自然環境を生かした産業を創

出していき、弱みを強みに変える仕掛けを講じます。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

1 ○創業・新業務へのチャレンジ助成【継】 
農林課 

商工観光課 

2 ○企業との連携による特産品の開発【継】 
農林課 

商工観光課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

新商品の開発品数 １６品 ３２品 

チャレンジ助成活用件数（年間） ０件 ３件 
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②里山農林業・観光業の再生による後継者の育成 

藤里町には９割を占める豊かな森林資源があります。しかし、森林事業所の廃止や林家の後継者不

足などにより今後の山の保全が懸念されています。また、農業についても、後継者の不足とともに遊休

農地の拡大が深刻化しております。そのため、森林保全と林家・農家の後継者を育成し将来の山や田・

畑の保全と農林業の魅力や競争を強化し、多様な担い手の確保・育成と町内所得の向上につながる取り

組みを進めます。 

一方、観光業においても担い手が減少しており、観光産業の衰退が懸念されています。世界自然遺産

白神山地や里山などの豊かな地域資源を活用した観光産業を推進するための観光振興を担う組織の設

立と仕事づくりに取り組むとともに、藤里の自然環境の魅力に惹かれたＵ・Ｉターンの移住者促進とも

合わせ、生産性や付加価値の向上を図り、安定した人財の確保と所得向上を図ります。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

3 ○未利用材の活用と地域経済循環の促進～木の駅ふじさと～【継】 
農林課 

商工観光課 

4 ○農林業及び観光業の担い手の拡大と育成【継】 
農林課 

商工観光課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

新事業の展開に向けて未利用材出荷会員数 １９人 ２０人 

新規就業者（農業・林業・観光業） １人 ５人 
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③若者の地元就労の促進 

藤里町の地域資源を活用した産業の活性化においては、活性化を実現するための原動力として、「藤

里で働きたい」と感じる人づくりが最も重要です。そのためには、子どもの頃から藤里の生業に触れる

機会をつくり、「藤里で働きたい」と感じる基礎づくりに取り組みます。また、大人も藤里の子どもに

教えることで、藤里の生業の魅力を再発見する機会として活かしていきます。 

 高校を卒業し、就職する時の人口の減少に歯止めをかけるために、町内企業及び通勤可能な近隣市町

村の企業と連携しながら情報を発信し、藤里町に住みながら働くことができる環境づくりに取り組みま

す。また、町内企業の事業維持・拡大と町外からの企業誘致にも取り組み働く場の確保に努めます。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

5 ○小中学生の企業体験機会の創出（キャリア教育、販売体験）【継】 

教育委員会 

商工観光課 

総務課 

6 ○既存企業等の維持・拡大【新】 商工観光課 

7 ○企業誘致活動の推進【新】 総務課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

地元定着率* 56％ 80％ 

新設増設企業（事務所）数 ― 3事業所 

＊国勢調査結果より算出 

＊測定方法：現在（測定時）の25-29歳の人口とその層が10-14歳の時の人口を比較する 
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④人財の発掘と働きたくなる環境づくり 

 「町内に仕事がない」という声の一方で、町内企業の人財不足は深刻化しつつあります。しかし、農

林業は季節に応じた多種多様な労働によって組み立てられていることから、人財が必要となる期間に大

きな変動があります。また、商業系の労働においても、繁忙で特に人が必要となる時期やデジタル化に

よる機器の操作など業務によっては対応できる人財がいないことから事業を縮小せざるを得ない事態

も生じています。一方、働き手においては技術や経験があっても、子育てや介護、高齢、障がいがある

など、フルタイムでは働けない方もいます。このため、企業側と働く側の不足している面を補い、フル

タイムだけでなく個人個人の事情に応じた柔軟で多様な働き方ができる環境づくりに取り組みます。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

8 ○就業機会の拡大に資する資格等取得の支援【新】 商工観光課 

9 
○誰もが活躍できる働く場づくり（若者・女性・高齢者・障がいのある人等

【統合・継】 

総務課 

町民課 

商工観光課 

農林課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

新設増設企業（事務所）数 ― ３企業 

チャレンジ助成事業活用件数（年間）（再掲） ０件 ３件 

資格取得支援事業活用件数（年間） ５件 １０件 
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基本目標２ 移住者を増やす 【年間の移住人数＝10.5 人】 

若者の町外流出抑制を図るとともに、関係人口の創出や若者の町内定着と回帰及び移住

者の増加を図る 

 

講ずべき施策の 

基本方針 

⑤里山風景の保全と藤里の魅力向上 

⑥情報発信の強化とにぎやかな交流 

⑦移住者にやさしいまちづくり 

⑧地元愛の醸成 

 

⑤里山風景の保全と藤里の魅力向上 

 町民自身が藤里に魅力を感じることではじめて、外の人に実感を持って伝えることができます。この

ことから、町の人が藤里のことを学び知る機会の創出を図ります。 

 また、里山の豊かさを体験できるプログラムを構築し、担い手となる人財を育成するとともに世界遺

産白神山地の価値を学び、理解してもらう機会の創出を図ります。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

10 ○世界自然遺産白神山地の理解促進プロジェクトの推進【統合・継】 商工観光課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

里山体験プログラム数 ７個 １６個 
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⑥情報発信の強化とにぎやかな交流 

 藤里の魅力は、自然の豊かさだけではなく、自然災害に強いということや田畑を所有している世帯も

多いことから食料自給率が高く、そして水道の水がおいしいこと、光ファイバー通信網が全町に整備さ

れていることなども藤里の魅力であり強みでもあります。 

出身者を中心に、交流を深め、Ｕターンの促進に取り組むとともに、田舎暮らしを希望する首都圏等

の若者・家族に届くような発信に取り組み、藤里ファンをつくり、人の交流を深めることでＩターンに

つなげていきます。 

 さらに、個人のふるさと納税や企業版ふるさと納税への寄附をとおした藤里を応援したい人を増やし、

そこから「いつか訪れたい」、「また訪れたい」、「住んでみたい」となるよう、「交流から移住へ」

とつなげていきます。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

11 ○交流人口・関係人口の創出と拡大【新】 
商工観光課 

総務課 

12 ○情報発信の充実【新】 
総務課 

商工観光課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

観光客入込客数 195,808人 200,000人 

ホームページアクセス数 23,500件 30,000件 

 

 

 

  



40 

 

⑦移住者にやさしいまちづくり 

 移住したくなるまちになるために、藤里町の良さを生かしながら、町をリノベーションしていく取り

組みを多くの町民が関わる中で進めます。また、空き家の再生と空き家バンク制度の充実に取り組むと

ともに、若い世代向けの住環境の整備に努め定住促進につなげます。 

また、観光からお試し移住までをつなぐワーケーション等に取り組み、藤里町の豊かな自然の中で、

場所を変えながら、仕事・自分・家族と向き合う場を創出し、観光・ワーケーション・お試し移住・

移住まで段階的に体験できる環境を整えるなど、移住までのハードルを下げる取り組みを行います。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

13 ○移住相談の充実と移住者向け住宅の整備（空き家バンクほか）【継】 総務課 

14 ○移住・定住支援事業の充実【新】 総務課 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

空き家バンク登録棟数 19棟 25棟 

空き家バンク利用数 12件 20件 

移住相談件数（ねまるベース） 95件 120件 
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⑧地元愛の醸成 

 藤里町で生まれ育った人だけでなく、結婚を機会に藤里町に住み始めた人も、白神山地など藤里町内

を意外と知らずに過ごしています。大人から子どもまでが町の魅力を知る機会の創出や町外に向けた藤

里の情報発信を行い町の魅力を再発見する取り組みを行います。また、藤里町の先人の暮らしの知恵や

郷土の歴史、文化、体験を後世に受け継ぐ取組を推進し、藤里町への愛着や誇りを醸成する取り組み進

めます。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

15 ○藤里暮らしの掘り起こしと提案（Re デザイン）【継】 

➢ 冊子制作 

➢ 白神山地ふじさと再ブランディング（エリアイメージの構築等） 

総務課 

商工観光課 

16 ○ふるさと教育の推進【新】 教育委員会 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

藤里愛着度指数 80％ 90% 
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基本目標３ 出生率を増やす 【出生率＝2.0】【婚姻数（年間）10組】 

子どもを産み育てやすい環境をつくるとともに子育てしやすく 

働きやすい環境づくりを推進する 

 

講ずべき施策の 

基本方針 

⑨子育てのトータル支援の実現 

⑩子育てに係る経済的負担の軽減 

⑪「家族になろう」を応援する 

 

⑨子育てのトータル支援の実現 

 安心して子どもを預けられる保育園や幼稚園という視点から必要保育士数を算定し、保育士の労務環

境の改善等に取り組み保育士不足の解消と維持に努めます。また、子どもの遊び場づくりなどに取り組

み、トータルとしての子育てをしやすいまちづくりを進めます。 

 子育て世代にとって子どもの教育環境は住む場所を選択する際の重要な要素であることから、ふるさ

と教育や外国語教育の推進、町内の食材をふんだんに取り入れた学校給食など、町の特色を生かした教

育環境の充実を図ります。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

17 ○他地域との交流と町の魅力を生かした教育環境の促進【継】 教育委員会 

18 ○保育士の労務環境改善による担い手の安定的確保【継】 教育委員会 

19 ○子育てを楽しめる環境づくりの推進【新】 教育委員会 

町民課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

保育士充足割合 91％ 100% 

英語検定３級以上の英語力を有する中学３年生の割合 ― 80％ 

子育て世代包括支援センターの認知度 ― 80％ 
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⑩子育てに係る経済的負担の軽減 

 出生率を高めるためには、子育てに係る経済的な負担を少しでも軽くする取り組みが不可欠です。出

産や未就学児段階での支援を充実させるとともに、高校生等の支援にも取り組み、出生から高校卒業ま

で切れ目なく町で安心して子育てできる環境の充実に取り組みます。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

20 ○子育て支援事業の充実【統合・継】 
町民課 

教育委員会 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

町の奨学金返還助成の利用者数 ― 延べ 25人 
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⑪ 「家族になろう」を応援する 

 未婚の問題は深刻であり、自然増を実現するためには、結婚を促進する取り組みも重要です。結婚活

動を経済的にも支援する取り組みを行うとともに、新生活を応援する取り組みや子育てしやすい住環境

の整備に取り組みます。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

21 ○子育て住宅整備事業の充実＜再掲＞【継】 生活環境課 

22 ○結婚サポート事業の推進【継】 総務課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

子育て（移住者向け含む）住宅整備世帯数 0世帯 16世帯 

藤里町新婚生活支援事業の利用者数（組） ― 12人（組） 
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基本目標４ 藤里に住み続けたい人を増やす 【住み続けたい町民割合＝90%】 

地域づくり活動を応援し、誰もが活躍でき安心で安全に生活できる地域づくりを進める 

 

 

講ずべき施策の 

基本方針 

⑫医療・福祉の安心の確保と健康長寿のまちづくり 

⑬暮らしの品質を保証する 

⑭地域力を高める 

 

⑫医療・福祉の安心の確保と健康長寿のまちづくり 

 町民の身近な医療機関である町内診療所の維持に努めるとともに、健康寿命を目指した取り組みを行

い、いつまでも元気で生涯現役で活躍する町民がたくさんいるまちづくりを進めます。 

 また、２４時間体制の安心安全支援事業など、町内の福祉施設や事業所と連携した取組を続けるとと

もに、相互に支え合う「地域共生社会」の実現を目指した、誰もがいつまでも心豊かに自分らしくいき

いきと暮らせるような環境づくりに努めます。 

  

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

23 ○健康寿命と地域共生社会の実現に向けた取組の推進【新】 町民課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

安心安全の支援事業（24 時間つながるサービス）の登録世

帯数 
― 280世帯 

元気な高齢者の割合（＊） 74％ 80％ 

＊65 歳以上の高齢者のうち、要支援・要介護認定を受けていない者 
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⑬暮らしの品質を保証する 

 安心して町で暮らし続けるためには、「雪」と「外出」の問題を解消することが何よりも求められて

います。予約型乗合タクシー（駒わりくん）等の公共交通の整備を進めるとともに、安心して出掛けら

れる仕組みを整えます。また、高齢者のニーズにあった除雪（戸口除雪等）を進めるための除雪技能の

継承等に引き続き取り組みます。 

さらに、災害から町民の生命・身体・財産を守るため、自主防災組織の育成を図るとともに、災害時

の防災無線による迅速な情報伝達と避難所の確保・維持など地域と一体となった防災体制の強化を進め

ます。 

 また、生活に必要な都市機能の一定の集積がある能代市と住民生活等において密接な関係を有する八

峰町、三種町、藤里町の 4 市町が定住の受け皿として定住自立圏を形成し、互いに連携・協力すること

により住民の生活に必要な機能を確保して、圏域全体の活性化を図るとともに定住を促進します。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

24 ○地域公共交通の計画的な充実（網形成計画の実施と駒わりくんの運行）【継】 総務課 

25 ○日本一の除雪体制の維持と充実【継】 生活環境課 

26 ○能代山本定住自立圏構想事業の推進【継】 総務課 

27 ○防災・減災・消防力の強化【新】 生活環境課 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

町民の「外出のしやすさ」の満足度＊ 57％ 80% 

デマンドタクシーの利用者数 448人 500人 

＊町民アンケート調査結果より、藤里町の「外出のしやすさ」に「満足している」と「やや満足している」の合計値 
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⑭ 地域力を高める 

 魅力あるまちづくりを進めるために基礎となる各地区のコミュニティ活動を応援し、町の活性化につ

なげます。 

また、若者のつながりの希薄化を解消するために若者向けの活動支援等を行い、地区や集落を超えた

仲間づくりを促進します。 

 

■具体的施策の概要 

№ 具体的な戦略 （●重点プロジェクト／○通常プロジェクト） 担当 

28 ○地域コミュニティ活動の維持・推進 【統合・新】 
総務課 

教育委員会 

29 ○郷土の歴史・文化の保存と学びの場の創出【新】 教育委員会 

 

■数値目標 

数値目標 
現状値 

（H30） 

重要業績評価指標 

（R6） 

町民サークル数 7団体 15団体 
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５． 戦略の推進 

5-1 推進体制の構築 

 引き続き、町長を本部長とする「藤里町持続可能な町づくり戦略本部」が中心となり、関係機関、

等と連携して施策を推進し、その効果を高めていきます。 

 

 

5-2 進捗管理と検証 

 戦略の進捗管理にあたっては、ＰＤＣＡサイクルを構築し、実施状況の定量的な把握と数値目標の達

成状況を踏まえ、施策の効果を推進体制において定期的に検証し、検証結果に基づく戦略や事業の改善

実施を実現します。 

 

 

 


